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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和６年度 第４回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和６年１１月２７日（水） 

 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 

開 催 場 所 Ｌ．ソフィア ３階 第１学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 内藤 忍 副委員長 ぬかが 和子委員 

水野 あゆみ委員 國府田 豊 委員 新木  香 委員 

札本 安識 委員 齋藤 ゆきえ 委員 市川 慎次郎委員 

遠藤 美代子委員 秋山 知子 委員 佐藤 英二 委員 

田口 麻美 委員   

【事務局】 

小木曽 多様性社会推進課長 木野瀬 事業調整担当係長 

岡 男女共同参画推進係長 柏村 男女共同参画推進課主査 

  

【傍聴者】２名 

会 議 次 第 １ 開会挨拶 

２ 前回（８／２６開催）委員会のふりかえり 

３ 中間提言の区長提出について 

４ 令和５年度男女共同参画施策成果指標の実績報告について 

５ 「不登校児童・生徒に対する居場所支援事業」および「居場所を兼 

  ねた学習支援」ヒアリング事項について 

６ 令和６年度 足立区男女参画プラザ委託講座（前期）について 
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７ 事務連絡 

資 料 
・資 料１：令和６年度第３回男女共同参画推進委員会（８/２６）の要 

      点 

・資 料２：令和６年度足立区男女共同参画推進委員会 中間提言 

・資 料３：令和５年度男女共同参画施策成果指標の実績報告 

・資 料４：ヒアリング代表質問 

・資 料５：令和６年度前期委託講座一覧 

・参考資料：多様性社会推進課所管各講座チラシ 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（小木曽課長） 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、令和６年度第４

回足立区男女共同参画推進委員会を開催し

たいと思います。 

 今回、こちらのほうでも機材をそろえさ

せていただいて、オンラインの快適な会議

の進行に努めていきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 札本委員、聞こえますでしょうか。 

 この足立区男女共同参画推進委員会です

けれども、規則第４条に基づき、本委員会

は総委員の半数以上の出席がなければ会議

を開くことができないとなっております。

本日は半数以上ということが確認できてお

りますので、委員会が成立しておりますこ

とをご報告させていただきます。 

 また、本日オンラインの出席が１名いら

っしゃいますので、オンラインでご参加し

ていただいております委員におかれまして

は、事前にご案内しました参加に関するお

知らせをご確認していただいて、常時カメ

ラをオンにしていただいた上、発言時以外

はマイクをミュートにしていただくようご

協力をお願いいたします。 

 発言を希望される場合は画面上にアイコ

ンで挙手を表示する等こちらのほうにサイ

ンを出していただければと思います。 

 続きまして、会議の公開について、同じ

く規則第５条により当委員会は公開するこ

ととなっております。 

 あわせて会議録の作成が必要となってお

りますので、委員の皆様のご発言につきま

しては、後ほどご発言内容を確認いただい

た上で、ホームページなどに公開する形と

なります。 

 議事録作成のためマイクを通して録音し

ております。恐れ入りますが、発言前にお

名前をおっしゃっていただけると助かりま

す。 

 また、本日傍聴人の方もお見えになって

おりますので、ご承知おきください。 

 では、早速ですが、次第に沿って進めて

まいりたいと思います。 

 まず、開会のご挨拶を石阪委員長よりお

願いします。 

（石阪委員長） 

 皆さん、改めまして、こんにちは。 

 それでは、本日はハイブリッド形式、対

面とオンラインで進めてまいりたいと思い

ます。 

 この議題にもありますけれども、区長の

ほうに、条例の中間提言をしてまいりまし

た。区長のほうもこの条例の改正というも

のに対しては積極的に前向きな考えでもあ

ります。我々としても委員会の要望を伝え

させていただいて、どうしても条例改正と

いうのは議会もあります。この間、なかな

か見直してこなかったという非常に古い条

例でもあるので、現代の考え方や理念、こ

ういったものを踏まえた条例というものに

改正していただけるように、区長にも要望

してまいりましたので、恐らく今後、庁内

審議を経て、議会に諮られるのではないか

と思います。 

 足立区も多様性の問題がいろいろありま

した。いろいろ議論をしてきた中で法的な、

法的というか条例としての根拠というのが

ある、ないではまた変わってきますから、

前に進めていくという意味ではこの条例改

正というものが、ある意味では前に進むた

めの必要不可欠なものとして今後は出てく

る。つまり条例に反しているということが

ないような形で、こちらとしても委員会を

様式第２号（第３条関係）  
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通じてチェックをしていくことも必要にな

ってくると思います。 

 後ほどまたたくさん議題がありますけれ

ども、今日は皆さんにご意見をいただく場、

かなり項目が多いので、ご意見、ご発言、

ご協力いただければと思います。 

 それでは、早速ですけれども次第に沿っ

てということになりますが、まず事務局か

からお願いします。 

（小木曽課長） 

 まず、議論に入ります前に、資料の確認

をお願いいたします。 

 まず、次第でございます。 

 続きまして、資料１として、前回第３回

男女共同参画推進委員会の要点ということ

でＡ４の１枚がございます。 

 続きまして、資料２、先ほど委員長から

もお話がありましたが、区長への中間提言

の内容になります。 

 続きまして、資料３、令和５年度の男女

共同参画施策評価指標の実績報告という形

になります。５ページまであります。 

 次が、資料４、この後また議題に入りま

すが、団体へのヒアリングの質問事項とし

て前回の意見を踏まえて代表質問案という

ものをまとめたものが資料４になります。 

 最後、資料５が、令和６年度前期講座の

一覧という形になります。 

 資料の不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、次第に沿って進めさせていた

だきます。 

 

２ 前回（８／２６開催）委員会のふりか

えり 

（小木曽課長） 

 まず、資料１です。 

 前回のふりかえりということですけれど

も、先ほどもありましたが、中間提言につ

いて皆さんで提言内容を確認し、修正を行

ったというところです。 

 項番２ですけれども、団体のヒアリング

ということで、今回、施策⑪の困難を抱え

る世帯等が安心して生活できる環境づくり

についてということで、３回目が終わりま

して、委員長と事務局でまとめたもの、ヒ

アリングを希望する内容をまとめたもので

す。事務局よりヒアリング出席者へ事前に

周知するということ。 

 同一施設を活用して、日中は不登校の居

場所、放課後の居場所を兼ねた学習支援、

その両事業者に対して具体的にはカタリバ

さんとキッズドアさん、そちらのほうへの

ヒアリングの出席を依頼するということで

話合いがされました。 

 一応今のところ、各所管にもお話はさせ

ていただいております。かつキッズドアさ

んのほうにはそれを経て、こちらからお願

いと内容を伝えてありまして、快く引き受

けていただいております。 

 カタリバさんに関しては、明日、またお

話をしてご依頼する予定でございます。 

 項番の３が、プラザの講座の委託評価に

ついて、ということで、今回ちょっと試し

にやってみるということで一旦委員会の後

に講座の小委員会という形で評価をやって

いくということで決まったということにな

ります。 

 前回のふりかえりは以上の内容になりま

す。 

 

３ 中間提言の区長提出について 

（小木曽課長） 

 次に、先ほどもありましたが、中間提言

の区長提出について、ということでここか

らは石阪委員長に進行をお願いしたいと思

います。 
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（石阪委員長） 

 それでは、ここまで前回のところについ

てご質問はありますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは、次第に沿ってということにな

りますので、３番目、中間提言の区長提出

について、こちらになります。 

 資料２をご覧ください。 

 これは表面が皆さんの名前が書いてあり

ます。委員会としてということになります。 

後ろのほうが、提言ということになってい

ます。 

 一旦、この素案のようなものは皆さんに

お示ししたと思うんですけれども、それを

ちょっと確認していただいて、最終的には

このような形で文言をつくらせていただき

ました。 

 まず、１つ目としては、これは前回と同

じです。アウティングの禁止、性的指向や

性自認に関する差別の禁止。いわゆる禁止

事項、これを盛り込むべきであるというこ

とです。 

 それから、２つ目については、これまで

は足立区が取り組んできた男女共同参画の

経緯、これを考慮して、条例名に男女共同

参画という文言を残すべきである。簡単に

いうと多様性条例みたいな、条例名を変え

てしまうのではなくて、男女共同参画を残

す。これが２つ目です。 

 そして、３つ目は、これは性の多様性、

これを盛り込むということ、皆さんからの

ご要望をお伝えしました。と同時に、条文

についても時代に即した見直しが必要であ

る。この３点について、区長には要望して

まいりました。 

 区長のほうもこれを受けて、速やかに庁

内で条例をもう一度きちんと見直して、文

言も修正も含めてするようにということを

我々からは手が離れましたので、今度は内

部のほうで、それをつくっていただくとい

うプロセスに入るようにという指示をされ

ていましたので、私としては今年度中に何

とか見直しがなされるのではないかと期待

しております。 

 区長のほうもこの３点については非常に

前向きでした。 

 何か皆さんから、ご意見はありますでし

ょうか。あるいは感想でもいいですが。 

（ぬかが委員） 

 ぬかがです。 

 前に、多様性社会への推進、いわゆる外

国人問題の条例をこの部でつくろうとした

ときに、議会の反対があって、最後まで条

例がつくれなかったという経緯があったん

ですよね。だから、議会でどういう意見が

出るのかなというのをここでもぶっちゃけ

た議論が行われていたし、心配もしていて

注視して課長も当然いらっしゃったんだけ

れども、これは正式に委員会の中で報告、

区議会の委員会、区民委員会という委員会

で報告されて、そのときにおかしいとか、

こんなのは時期尚早だとか、この条例では

ないけれども、多様性社会ではそういうの

がわっと出て、特定の方からわっと出て、

それでつぶれちゃったんですよ。 

 だから、それを心配していたんですけれ

ども、一言もなかったということで、本当

によかったなと思っています。 

 一応、議会の中の動きをちょっとお知ら

せしたいと思って発言しました。 

（石阪委員長） 

 ということですが、条例改正のためには

議会を当然経てということになりますので、

今のお話ですと、議会のほうもそこまで、

反対意見そのものはなかった。意見もなか

ったということですかね。 



6 

（ぬかが委員） 

 なかった。 

（石阪委員長） 

 ということですので、我々がここで議論

したこと、あるいは決めたことについては

何とか議会で否決されるということは少な

そうだという、これはあくまでも可能性の

問題ですけれども、ということです。 

 これは恐らくこの中で決めるときもそう

いった配慮もあったのかな。例えば、大幅

に名前を変更してしまうとか。理念や考え

方を180度変えてしまうようなものになると、

なかなか議会のほうも抵抗があるというこ

とは我々も予想できたわけで、まずは実を

取ろうと、名前よりも。我々の考え方とか

思い、これがむしろ反映されるというよう

なことで、この１、２、３という今回提案

をさせてもらったということもございます。 

 何とかその辺、議会で通るということが、

我々委員会としては、もう委員会としてで

きることはもうありませんので、あとは当

局のほうで進めていただくということにな

ろうかと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、この点については以上とさせ

ていただきます。 

 

４ 令和５年度男女共同参画施策成果指標

の実績報告について 

 それでは、４番目、令和５年度男女共同

参画施策成果指標の実績報告について、と

いうことになります。 

 これはお手元の資料でいうと、資料３と

いうことになります。こちらは令和５年度、

つまり今年度ではなくて昨年度の成果指標、

これがどうなっているのかということを表

にしていただいたものです。 

 これは、令和９年度が最終目標値と書い

てありますので、例えば最終目標値よりも

少なくても別に大きな問題ではないですけ

れども、進捗を確認するという意味もあり

ますので、例えばそこまで大幅に達してい

ないとか、むしろ当初の計画時よりも下が

ってしまったというものについては、ちょ

っとここで中間地点で、どのような施策が

必要なのかということが皆さんからご意見

としていただければと思います。 

 ですので、ちょっとこれを一つ一つ確認

しながら、皆さんからご意見をいただきた

いと思います。計画策定時と目標値があり

ます。これが５年、これは現状ということ

になります。 

 まず、これは当然のことながらですけれ

ども、第８次の行動計画に基づいて項目立

てがされていますので、１ページからちょ

っと確認させていただくと、施策１、２、

３、多様性の尊重。それから、２つ目が幼

少期からの他者理解の啓発の充実。施策３

が地域・民間団体、企業等への啓発の推進。 

 こちらについては、ある程度順調にとい

うところもあるのかもしれませんが、ちょ

っと気になるのが、施策１、区のパートナ

ーシップ・ファミリーシップ制度の認知度、

これは計画策定時より大幅に下がっていま

す。これはできた当初は皆さん関心を持っ

ていたけれども、１年たつと、あれ何だっ

けというような、恐らくそういうことだと

思います。 

 それから、２つ目の自らを含めた地域の

人々が日常生活の中で高齢者・障がい者等

の様々な人々に配慮している、と思う区民

の割合。これは50％まで持っていくところ、

計画策定時より３ポイント程度下がってい

るという状況でもあります。 

 ですので、１については引き続き啓発が

必要になってくると思います。初年度は多
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分啓発にすごく時間とお金もかけたと思い

ます。それ以降、どうするか。これはちょ

っと事務局に伺ってみたいです。何かグッ

ズを作ったりとかされていたイメージがあ

るんですけれども、継続的にされているも

のはありますか。 

（小木曽課長） 

 グッズを作ってまだいろいろ在庫等もあ

ります。各施設とかにポスターとかそうい

ったものは配布させていただいて、最近や

はりそういったところでまだどの程度残っ

ているのかとか、ちょっといろいろ幾つか

の施設を見て回ったときに、やはり入れ替

わりのあるところなので、ポスターはまだ

あるな、そのチラシはないなとか思ったの

で、ちょっとその辺また改めて施設等には

配布というところで進めていきたいなと思

っています。 

（石阪委員長） 

 特に、ファミリーシップについては、足

立区では先進的に始めたということもある

ので、皆さんやはり区民としてはちょっと

理解、認知があったほうがいいのではない

かと思いますが、５割を切ってしまったと

いう、そういうような状況です。 

 ３番までいってから、皆さんからちょっ

とご意見をいただきたいと思います。 

 ２ページに移ります。 

 施策の４、５、６というところになりま

すが、こちらについても数字がなかなか伸

びていない部分がございます。 

 まず、施策４、政策・方針決定過程への

女性の参画拡大ですが、これは庁内での委

員の男女比の問題です。これを70％まで引

き上げるということですけれども、つまり

男女比が40から60％という、いわゆる適正

な割合である審議会・委員会の割合ですが、

ちょっと難しいですけれども、目標値が

70％、これが今は42.1％と計画策定時より

も下がっている。 

 それから、区の管理職に占める女性の割

合ですが、これも計画策定時の12.2％から

下がってしまっています。30％が目標です。 

 それから、施策５、雇用面における男女

共同参画の推進ですが、こちらについては

順調にといってよろしいのではないかと思

います。 

 施策５のナンバー１、２、３、それぞれ

現状値、計画策定時よりも伸びています。

ちなみに、２つ目、女性活躍推進法に基づ

く計画策定や賃金格差の公表している区内

中小企業、こちらは50％が目標値ですけれ

ども、今は24％です。 

 そして、施策６、地域における男女共同

参画の推進については目標値というのは特

にないんですけれども、計画策定時と比較

してということになりますが、町会長に占

める女性の割合、これは下がっています。 

 そして、ＰＴＡ、連合会に占める女性の

割合、これは若干上がっている。こういう

状況ですが、ただ町会⾧に占める女性の割

合12.4％とPTA（小・中）連合会に占める女

性の割合18.5％ですから、100％から見ると

極めて少ない。こういう状況になります。 

 そして、３ページですけれども、施策７、

８、９にいきますと、こちらも順調に伸び

ているものが多いですが、やはり懸念点と

しては施策８、男女共同参画の視点に立っ

た防災、減災等の取り組みです。これは特

に１番の避難所運営に女性をはじめとする

多様な視点が生かされていると感じる避難

所運営組織の割合が、これも大幅に下がっ

ているという状況です。 

 それから、女性の防災士がいない避難所

運営組織の割合、これも若干下がっている。 

 これはちなみに、下がったほうがいいん
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ですね。 

（ぬかが委員） 

 下がったほうがいいです。 

（石阪委員長） 

 避難所運営に女性をはじめとする多様な

視点が生かされていると感じる避難所運営

組織の割合。これは上がったほうがいいで

すね。２番、女性の防災士がいない避難所

運営組織の割合は下がったほうがいいとい

うことですね。 

 そして、３番、区の助成で資格を取得し

た女性の防災士数はいいですよね。 

 ちなみに、１番、事務局のほうから分か

りますか。これだけ大幅に下がっていると

いうことに対する。 

（小木曽課長） 

 各々の施策の指標なんですけれども、原

因を分析したいんですけれども、なかなか

突き詰めるのが難しいところではあるんで

すが。 

（石阪委員長） 

 計画策定時から約20％減というのはかな

り下がっている。 

（小木曽課長） 

 そのときの対象にもよってくるところも

大きくあるのかもしれないですけれども、

なかなか難しい、原因の追求には難しいと

ころもあるのかなと感じております。 

（石阪委員長） 

 もし皆さんの中で、ある程度そういった

原因等々が分かっているようでしたら、お

話しいただければと思います。 

 ちょっと先にいきましょう。４ページ、

５ページと進みたいと思います。 

 ４ページについては、施策１０、就業・

生活の安定・自立を目指した取り組み、施

策１１、困難を抱える世帯等が安心して生

活できる環境づくり、施策１２、男女共同

参画の視点における複合的な困難を抱える

方への支援ということですけれども、順調

に伸びているものは伸びているというとこ

ろですが、下がっているものでいうと、施

策10の２番です。ひとり親家庭向け就労支

援事業を活用して就労した人数。これは下

がっています。 

 それから、施策11の１番、学習支援に通

う生徒のアンケートで、大人になったとき

の夢や目標がある、と回答した割合。これ

は将来に対する希望です。 

 これはあえて指標に持ってきたと思うん

ですが、これは下がっています。 

 この辺については、先ほどもありました

とおり、次回、こういった支援者の方がい

らっしゃいますので、お話もちょっと伺え

ればと思っていますが、この辺が下がって

いるという状況になります。 

 そして、５ページです。 

 最後、施策１３、推進体制の整備・強化

です。 

 それから、施策１４、職員や区民の意識

改革・理解促進。 

 そして、施策１５、各種調査の活用、施

策等への反映とありますが、こちらは計画

策定時よりも下がっているところがありま

す。短期的な成果目標に占める目標達成率

が70％以上の指標の割合……、目標達成率

が70％以上の指標の割合が67％、分かりに

くいですけれども、そういうことですね。 

 この指標の意味というのが非常に分かり

にくいんですけれども、70％以上の指標の

割合は減っている。どちらかというとマイ

ナスということですよね。短期的な成果指

標に占める目標達成率50％以上が減ってい

るというのは、これはそもそもプラスなの

かマイナスなのかというところです。 

（小木曽課長） 
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 ちょっと分かりにくいですね。どこまで

の数字だといいのか。 

（石阪委員長） 

 高いとも低いとも言えないということで

すけれども。 

（柏村主査） 

 こちらについて補足させていただきます

けれども、施策13については、13以外の施

策のうち、令和９年度の目標値に対して、

令和５年度の現状値が何％達成しているの

かというのを目標値があるものだけ成果指

標ごとにまず算出します。それを全て集計

した結果、そのうち目標値の70％達成率が

今回は67％でした。計画策定時は76％の達

成率でしたので、全体で見たときに70％達

成していたものが計画策定時よりも下がっ

てしまった、そういうような説明になりま

す。 

（石阪委員長） 

 はい、分かりました。 

 だから、当然どんどん増えていくわけで

すね、増えていくのは全然問題ないので、

ただその中身、70％以上のところがちょっ

と減ってしまって、ということです。 

 ということですけれども、伸びていると

ころ、伸びてないところありますが、皆様

からちょっとご意見、ご感想もいただきた

いと思いますが、この指標についていかが

でしょうか。ご質問でも構いません。 

 先ほど言いましたように、パートナーシ

ップ・ファミリーシップの認知度、こちら

についてはやはり初年度と比べると下がっ

ているということ。これは何とかしなけれ

ばという事務局からのお話もありました。 

 ただ、一方で、ＬＧＢＴという言葉の認

知度、１ページ、こちらについては順調に

伸びているということで、ＬＧＢＴという

言葉そのものはかなり認知度が高まってき

たということは言えるのではないかと思い

ます。 

 あとやはり審議会とか委員会、このあた

りは１つ課題です。足立区の場合はずっと

これがなかなか向上しないというところも

ありまして、むしろ計画策定時より下がっ

ているという状況です。 

 この委員会はちゃんと40％から60％の間

に入っていますけれども、恐らくほかの委

員会とかに行くと、ほぼ男性、こういうよ

うな状況がかなりある。恐らく残りの58％

というのは男性のほうが圧倒的に多いとい

うことですか、そういうことになりますね。 

 それから、管理職、これはなかなかそう

いった管理職の登用も難しい問題もあるん

ですが、ただ区管理職に占める女性の割合

が10％に落ちてきている。これは民間より

も数値としては低いです。このあたりも一

つ課題ということになると思います。 

 何か皆さん、もしご意見があればお願い

します。 

（内藤副委員長） 

 内藤です。ありがとうございます。 

 施策５の２、これは指標を検討する際に

言うべきだったのかなと思うんですけれど

も、女性活躍推進法に基づく計画策定や、

賃金格差の公表をしている区内中小企業の

割合ということで、企業規模が101人以上と

なっていますが、今、確かに賃金格差の公

表を義務づけているのは301人以上なんです

が、同じく令和４年度から計画策定につい

ては101人以上規模の企業はたしか義務だっ

たと思います。 

 そうしますと、目標値として50％という

のは法的な義務があるところについて、

50％と掲げるのはちょっと問題だったなと、

分かれば指摘するべきだったんですけれど

も、さらに現状が24.0％ということで、こ
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こは計画策定や賃金格差の公表のどちらか

をやっている割合というふうに考えてよろ

しいでしょうか。 

（柏村主査） 

 こちらについては、計画策定もしくは賃

金格差、どちらか１つでも公表していれば

というところで、賃金格差については101人

以上の中小企業については選択肢の１つと

して、活躍推進法の中で定められていると

いうところなので、確かにご指摘はごもっ

とだと思います。 

（内藤副委員長） 

 令和４年度４月１日から計画策定は100％、

101人以上の規模の中小企業の義務だったと

思うので、ちょっと策定のタイミングなの

かもしれないですけれども、ちょっと今後、

このままでいいのか、中小企業に見せるわ

けではないと思いますけれども、現在の数

値も低いということであるので、ちょっと

ここは法的な義務ということも考えると、

数値的にもかなりこのままでいいとは思え

ないという感じがしました。 

（石阪委員長） 

 ほかはいかがでしょうか。 

 秋山さん、お願いします。 

（秋山委員） 

 小Ｐ連代表の秋山です。 

 私のほうからは施策８の防災、減災の取

り組みの指標のことについて、ちょっと思

うところがあって、意見というか、まずそ

もそも足立区の場合、避難所運営とか防災

組織は地縁によった町会・自治会が主にな

っておりまして、全体平均すると45％ぐら

いしか世帯の加入率がなくて、なかなか加

入率も上げづらいという現状があります。 

 でも、私はＰＴＡに入っているので、地

区の町会の方とも交流はそれなりにありま

すけれども、やはり避難所組織の皆さん高

齢化していて、メインの方はやはり60代後

半から70代の方が多くて、人数も新しいメ

ンバーも入らないし、固定化している、そ

ういう中で、やはりこの施策８の３つの項

目というのは、やはりこちらで担当してく

ださっている課が頑張ったところで、ちょ

っと変えがたいというか、そもそもの町会

の内部にかなり左右されちゃうと私は感じ

ていて、すごいもったいないなと感じてい

ます。 

 なので、避難所運営を町会だけに任せな

いようにしたほうが、私は中間年齢の者と

しては思うんですけれども、例えばＰＴＡ

から保護者の方にちょっと声をかけて、町

会・自治会以外の団体で地域防災をやると

か、何かそういったこれからの防災を本気

で考えようとするならば、そこを真面目に

取り組んでいく必要があると思うので、ぜ

ひ所管課さんのほうから災害対策課さんと

か、あと地域調整課になるのかな、町会は

どこなんだろう。 

（石阪委員長） 

 ここの部の中にありますよね。 

（秋山委員） 

 地域調整課さんとかと何か一緒に話して

ほしいなと、中間の層の人間としては思っ

ております。 

（石阪委員長） 

 町会長を占める女性の割合が低いですし、

下がっているのと、やはり気になるのはＰ

ＴＡ小中連合会に占める女性の割合ですが、

これは各ＰＴＡの会長が集まったのが連合

会なんですか。 

（秋山委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 ということは、連合会というのは会長の

集まりで、これでいうとそもそもＰＴＡ会
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長が少ないという意味ですか。割合が18.5

ですか。そういう意味でよろしいですか。 

（秋山委員） 

 そもそもその学校のＰＴＡ会長が男性か

女性かというところで、この数値が左右さ

れてしまうと思います。 

（石阪委員長） 

 そういうことですね。連合会に占める女

性の割合と書いてありますけれども、そも

そもＰＴＡ会長に占める女性の割合と一緒

ですね。 

（秋山委員） 

 そうですね。同じです。 

 内情を申し上げますと、ＰＴＡの問題は

いろいろニュースでもやられているので、

ご存じの方は多いと思いますけれども、も

うそもそもくじ引きで無理やり決めちゃう

という学校もあれば、立候補制で円満にや

っているところもあるし、あとは名ばかり

あって全く活動していないとか、もうやめ

ちゃっているところもありますので、女性

の会長を増やすという、会長を設定するこ

と自体に非常にハードルが高くなっている

時代になっています。 

 今、私どもでもちょうどＰＴＡ会長を代

替わりさせようとして画策しているところ

ではありますが、やはり非常に雑務が多い

ので、自営業をやっていらっしゃる男性の

方になっていただくのが一番表面上うまく

回るという、そういう部分があるのかなと

感じています。 

 夜の集まりが多いので、やはり女性とい

うのはどうしても家族を今メインに任され

る関係上、出かけられる時間が限られてい

るので、会長の職、そもそもなれないとい

う女性は多いのではないでしょうか。 

（石阪委員長） 

 個人的にあくまでこれを見たときに、Ｐ

ＴＡそのもので活動されている方は女性の

方が多いような気がするんですが、実際に

会長と、長がつくところになると、これを

見ると圧倒的に男性が多くなるという、こ

のあたりの問題なのかなという気もしてい

て、本来であればこれだけたくさんの女性

の方々が参画しているのであれば、会長も

女性が多くなるのが普通だと思うんですが、

内藤さんのほうが詳しいかな。 

 何か制度的に例えば問題があるのか。長

のところになるとなぜか先ほど言ったよう

に自営業の男性の方が出てくるとか。 

（内藤副委員長） 

 今、秋山さんがご指摘してくださったよ

うに、やはりＰＴＡ内部の仕事と外部の仕

事というふうに大きくＰＴＡの仕事は分か

れていて、内部の仕事は夜の飲み会という

か、外部との会議などが少ないので、女性

が子育てと両立しながらやりやすい。 

 でも、一方、会長職は渉外業務が多いの

で、それ自体問題なんですけれども、そう

いった仕事が分かれているためにここの施

策６の２のような会長に占める女性の割合

が低いということがまずあると思います。 

 秋山さんがおっしゃるように、ＰＴＡが

残る、今のＰＴＡのまま残るという前提で、

会長に女性を置くというのはやはり違うか

もしれず、地域活動の担い手となる人が男

女均等になるようにという意味での指標と

いうふうにやっていったほうがいいのかと。

その中にＰＴＡのような保護者団体とか、

地域団体があって、それが偏りがないかと

見ていくというのが、これからのフラット

な指標になるのかなという感じがしていま

す。 

（石阪委員長） 

 今、ＰＴＡも加入が義務ではありません

ので、入らない方も結構いるということも
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最近は大きな問題になっているようですし、

学校によっては解散しているようなＰＴＡ

もあると、そういう状況もあるようです。 

（ぬかが委員） 

 私も先ほどの施策８の男女共同参画の視

点に立った防災、減災等の取り組みについ

て、ちょうどここの講座にも参加して、そ

れでそれを基にちょうどテーマにして、議

会で質問もさせていただいたところなんで

すけれども、想像でしかないですけれども、

計画策定時と女性の視点が生かされると感

じる避難所運営組織の割合が下がっている

というのは、逆に女性の視点、多様な視点

というところの概念が私は深まったことの

表れかなという気がしています。 

 なぜかというと、昔はそれこそ東日本大

震災が起きた直後に女性の視点をというこ

とで、議会で取り組んでいても、例えばミ

ルクがあるかどうかとか、生理用品が置い

てあるかどうかとか、そういうことぐらい

だったわけですよ。だけど、今はもう女性

の視点を生かすというのは、本当にどうプ

ライバシーを守った部屋を造るとか、そう

いうことも含めて非常に発展してきている。

そういうふうにチェックする側の認識が上

がる中で、そうはなってないよねと。 

 例えば、この前の能登の地震のように100

年前と変わらないような避難所の状態では、

プライバシーを保てない、私たちがやった

アンケートでは、避難所は行きたくない、

行かない、行くかどうか分からないと答え

た方が７割くらいいたんですよ。やはりそ

ういうことの表れかなと。 

 つまり認識が発展してきていて、前は区

でも活かしていますなんて言っていたんで

すけど、災害対策のほうですけど、もっと

努力します、みたいな話を言われるように

なってきているので、そういうことなのか

なと思っています。 

 恐らく片野委員がいらっしゃったら、今、

すごくしゃべるんじゃないかと思いつつい

たんですけれども、彼女が女性防災士のグ

ループをつくって、今度、議会で報告され

るんですけれども、区長と女性防災士グル

ープの懇談をやると、この間ずっとお話を

聞いていたときに、まさに秋山さんが言っ

たような感じで、片野さんとか女性防災士

になって、自分の町会のところに参加して

みたら、これは駄目だわと、全然女性の視

点とかが生きないと思ったらしくて、やは

り何とかしなければいけないというふうに

思って、アクションを起こされているとい

うことだったんですけれども、この点では

区長のほうも結構乗り気で、それで区長と

直接そういう女性防災リーダーと言われて

いる人たちを今回は有資格者なんだけれど

も、一緒の懇談をやるというのは意外と珍

しくて、やはりそういう点ではこれから進

んでいくのかなという気はしています。 

 それと１つ目のほうのパートナーシッ

プ・ファミリーシップ制度の認知度の問題

なんですけれども、確かに計画策定時とい

うのはいろいろ事件があった直後だったか

ら認知度が高かったのが、今は落ちている

という現状だと思うんですけれども、確か

にあの直後からここの多様性社会推進課の

ほうでも、この審議会さんもそうだけれど

も、いろいろな事業を組んだり、学校向け

のパンフレットを作ったり、いろいろな事

業をやってきていて、そういうちょっと新

たな事業というのが最近はないのかなとい

うふうに思っていて、あと残念なことに、

区役所で去年でしたか、区役所の１階でい

わゆる同性婚同士でも子どもを持っている

んだよという写真展をやったら、その写真

展を傷つけるような出来事があって、その
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後、そういう話が出なくなってきたりとか、

ということがあるので、先ほどチラシがあ

るかな、ポスターがという話があったんだ

けど、やはり新たな事業とか、今度でいう

と、レインボー映画祭もやるわけですし、

やはりそういう中で、ぜひ行政としてせっ

かく進んだファミリーシップ制度をつくっ

たことを逆に誇りに思わなければいけない

と思っているので、そういうことをぜひ周

知を高めていただきたい。 

 人権の課題の中で、人権の課題が９つぐ

らい、障がい者とか拉致とか一緒に並んで

いて、人権推進計画というのがあって、並

んでいるんですけれども、拉致問題とかそ

ういうところは啓発事業をやったりとか、

駅でもやったりとか、すごい積極的にやる

んだけれども、やはりＬＧＢＴというか、

パートナーシップ・ファミリーシップ制度

を知ってもらうということもやはり打って

出て、知恵を絞りながら、チラシとパンフ

レットだけではなくて、ポスターだけじゃ

なくて、ぜひいい企画をしっかり宣伝して

やっていただきたいと思います。そうやっ

て上げていただきたいと。よろしくお願い

します。 

（石阪委員長） 

 事務局、何かありますか。いかがでしょ

うか。 

（小木曽課長） 

 今、ぬかが委員が言ったように、何かや

はり啓発、そういったものがもっと広まる、

認知度が高まるような、そういったものの

取組は考えていきたいと思っております。 

（石阪委員長） 

 ほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。 

 それ以外の項目でも構いません。皆さん、

気になったところとか、これはもう少しこ

うしたほうがいいんじゃないかとか。 

 佐藤委員、お願いします。 

（佐藤委員） 

 佐藤です。よろしくお願いします。 

 私は施策５のことなんですけれども、前

にいた会社では、業界はちょっと伏せます

けれども、ちょっと聞いたことがありまし

て、私の同僚とかそれから会社の中で、労

働組合に私は入っていたので、そのときに

アンケートしたことがあったんですけれど

も、男女平等に対して否定的な意見が結構

ありました。 

 施策５、雇用面における男女共同参画の

推進を見ると、よさそうに思うんですけれ

ども、ちゃんとその企業の中で、雇用面に

おける施策が進んでいるように見えるんで

すが、実際にやらされているからこうなっ

ているのかなと思ってしまうんですね。 

 以前、私がいた会社では、何で３割ぐら

いの人が男女平等に反対しているというか、

後ろ向きなのかなと考えました。比べて外

国のほうの事例とかいろいろ見ていると、

ヨーロッパで、ジェンダーギャップ指数で

常にトップを走っている国を見ると、今の

この施策と何が違うかというと、施策はこ

うやってたくさんあるのはすばらしいこと

だし、数値もすごくいいですけれども、本

当に男女平等になりたい。そういう社会を

つくりたいという熱量が少ないと思います。 

 例えば、ある国は戦いの歌をつくったり、

革命的な運動を起こして、100年かけて国を

変えて、今ではジェンダーギャップのほう

のトップにいるんですけど、そういうのを

比較してみると、私の会社なんかはすごく

そういう機運がなくて、やらされている感

がいつもあって、結局はいろいろな施策を

打つんだけど、根本の熱量がないかなと感

じざるを得ない。以上です。 

（石阪委員長） 
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 恐らく今の話というのは、数字を追うこ

とを目的化してしまって、何となくそこに

達すればもうそれでいいんだと。むしろ強

制的にそれをやるというところは、本来、

数字というのはあくまでプロセスであって、

その先に何か実現したいことがある。そう

いうものをきちんと設定せずに、数字だけ

を設定してしまうと、それを追いかけるこ

とで終わってしまう。恐らくそういう意味

ですね。 

 これは恐らく行政の計画はそういうもの

なんですよね。何となく数字が達成される

と、できましたとみんな満足して終わると

いうのは、これは会社とかでも、市川さん

とかそうじゃないですか。数字って設定し

ますよね。 

 それを達成してしまうとよかったと。そ

の先に本当は目標があるはずなんですけれ

ども。 

（市川委員） 

 市川です。 

 うちの会社も数字は設定しますけれども、

うちはもう結果重視というふうにしている

ので、数字よりも出す結果でどういうふう

になっているかというのをメインで会話し

ています。でも、よくある話ですよね。数

字だけで動いちゃうというのは。 

（石阪委員長） 

 ですから、恐らくこの項目の中に、その

先の大きな目標があるはずなんですよね。

こういうことをするための実は数値目標。 

 それでは、札本さん、オンラインで、こ

の指標について何かありますでしょうか。 

（札本委員） 

 札本です。 

 施策８の３番、区の助成で資格を取得し

た女性の防災士数ですが、現状が54人とな

っています。これは令和５年度に区の女性

で資格を取得した女性の防災士の数という

ことでよろしいでしょうか。 

（石阪委員長） 

 これは累計なのかな。 

 事務局のほう、いかがでしょうか。 

（小木曽課長） 

 こちらのほう、区で把握している避難所

別の防災士数ということで記載させていた

だいております。 

（札本委員） 

 ３番ですよ。 

（石阪委員長） 

 つまりこの１年間で取ったという意味で

はなくて。 

（小木曽課長） 

 54ということですね。 

（石阪委員長） 

 54人という数。 

（札本委員） 

 累計なのか年度別なのか。 

（小木曽課長） 

 ちょっとここはまた確認させてもらって

よろしいですか。 

（札本委員） 

 分かりました。 

 あと施策14番の１、男女共同参画に関す

るイベントや講座の関心度です。現状が

101.3％になっていますけれども、この

100％を超えているといった意味は何なんで

しょうか。 

（木野瀬係長） 

 事務局の木野瀬と申します。 

 14番の１のイベントや講座の関心度につ

いてですけれども、こちらは計算方法がま

ずイベントになりますので、定員というの

が決まっておりまして、これを分母としま

して、申込者の数というのが分子になって

きまして、定員を超える申込みもあるイベ
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ント、講座がありますので、100％を超える

数値となっております。 

（石阪委員長） 

 ということで、これは恐らく定員ぴった

りだと100になるんですけど、それを超えて

いるものがあるので、これは数字としては

101％になってしまうけれども、関心度は

100％と考えていいということなんでしょう

かね。 

 厳密に、例えば全員がというと120％くら

いかもしれない。そのうちの101かもしれな

いですけれども、この辺が分かりにくいと

いうことですね。101というと100％以上の

満足度、関心度みたいな形になってしまう。 

 前の質問についてはいかがでしょうか。 

（柏村主査） 

 また後日お調べしてからの回答とさせて

いただきたいと思います。 

（石阪委員長） 

 今、先ほどありました施策８の３、この

54人が単年度のものなのか、それとも54人

は在籍している、累計値なのかどちらかと

いうことですね。 

（札本委員） 

 区の助成で資格を取得した女性の防災士。 

（石阪委員長） 

 54人も単年度でお金を出すとは思えない

ので、多分累計だと思います。 

（小木曽課長） 

 確認させてください。 

（札本委員） 

 そうすると年度で見ると下がっている可

能性がありますね。 

（石阪委員長） 

 だから、毎年数人じゃないですか。区の

ほうで助成ができる、恐らく金額が決まっ

ていると思うので。例えば10人とか５人と

決まっていて。恐らく毎年５人ずつぐらい

増えていくみたいな、そんな感じじゃない

かと思うんですけれども。 

（札本委員） 

 分かりました。 

（石阪委員長） 

 しかもこれは区の助成ということなので、

区として出せる範囲でという。だから、こ

れはやめる人がいない限り増えていくとい

うことですね。毎年、毎年、人数自体は。 

 ほかは、委員の皆さんからいかがでしょ

うか。よろしいですか。何かご発言がまだ

ない方。 

（内藤副委員長） 

 さっき佐藤さんがおっしゃったこういう

数値目標がという、これを追い求めている

と本当のところは変わらないんじゃないか

という話なんですけど。 

 この施策５に関してみると、例えばナン

バー２のところは女性活躍推進法のことが

書かれていて、これが指標に使われている

んですけれども、これまで性差別に関して

は雇用の領域では男女雇用機会均等法など

で、差別禁止とかセクハラの規制などがあ

ったんですけれども、そういった国が決め

てこうやれよという法的規制だと、やはり

なかなか真のところは現場には落ちていか

ない。その精神が根づかない。こういうこ

とがあって、これは欧米でも流行っている

手法なんですけれども、自律的な規制とい

って、現場から自分たちの職場にあった計

画を立ててそれを実践していこうという、

そういうタイプの法律なんです。 

 この女性活躍推進法の前は次世代育成法

というのがあって、それも同じです。 

 そうしていくと、計画策定の前に、女性

の活躍に関する状況把握、事業者の皆さん

はもう既にやられていると思いますけれど

も、状況把握して、そして課題分析をして
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行動計画をつくる。そして、できるところ

は様々な事項について公表していく。それ

を求職者や株主などのステークホルダー、

労働組合などを見て、どうなっているんだ

と言ったり、もうこの会社は就職しないと

決めたり、そういうふうにして淘汰される

ことを目指しているんですけれども、その

中で計画策定の前に、状況把握、課題分析

というプロセスがあるので、その時点で少

なくとも担当部署が、こうやって調べてみ

ると我が社は結構こういう差があるんだと

いうことに気づき、これじゃ駄目じゃない

ですかと、調べたらまずそれは上のほうに

上げるわけなので、ちょっとこれじゃあ発

揮できてない層がいるんじゃないかという

話になって、どういう取組をやっていきま

すという話になることを目指しているとい

う感じなんですね。 

 ですから、これがうまく回れば、女性活

躍推進法の仕組みがうまく回ればいいのか

なと思うので、今はまだそういう雰囲気な

のかもしれないですけれども、これが法的

なサイドの話とこれがどううまく機能する

かということを評価していかなければいけ

ないし、一応そういう枠組みがつくられて

います。 

 ここで、施策５のナンバー２に入れてい

ただいたのは、こういう自律的に現場とし

てやってほしいという意味でこの項目を入

れていただいたと思います。 

 そういう意味ではちょっとナンバー１、

従業員の研修費用助成、就業規則作成助成

を活用した企業数とか、ナンバー３、区男

性職員の育児休業取得率とかよりも数値目

標そのものというのではなくて、自分たち

の職場だったら長時間労働をまずなくそう

みたいな、男性の育児休業とかではなくて、

まずそういうところからこれが一番問題だ

という感じでやっていけるということで、

全く自分たちに手の届かないものだとみん

なもう想像もつかなくて、あまり理解が進

まないので、そういうふうにやれる仕組み

を用いているなという感じがあります。 

（佐藤委員） 

 今の話なんですけど、多分聞いていてふ

と思ったのが、産業界というか企業をおし

なべて、横並びにしたときに、多分女性活

躍がある会社がいい会社と悪い会社が絶対

にあるんですよね。平均するとどうなるか

ちょっと分からないですけれども、女性活

躍をすると売上げが伸びます。従業員の給

料も上がりますという、ハッピーエンドと

いうかＷｉｎ－Ｗｉｎでいいんですけれど

も、そういう会社が意外に実際には少ない

のかなと思っていまして、私が知っている

のだとカルビーぐらいかなと思うんですけ

れども、もっとあればそれをどんどん事例

として引っ張っていってあげることも必要

なのかなと、ふと思いました。 

（内藤副委員長） 

 行動計画ではなくて、いろいろな賃金格

差の公表をしている区内中小企業とありま

すけれども、賃金格差だけではなくて育児

休業取得率とか、女性管理職の数、全部内

閣府のデータベースで見られるようになっ

ていて、例えば足立区だけというふうにし

て見るみたいなこともできるんじゃないか

なと。 

 いずれにしろ、公表しているものは全部

内閣府のデータベースで見られるので、そ

ういうふうに本当は公表されているので、

見るような形、そういうことも重要なのか

なと思っています。 

（石阪委員長） 

 指標のそもそもの問題にちょっと入って

しまいましたけれども、お時間のほうの問
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題もございますので、指標の実績報告につ

いては以上とさせていただきたいと思いま

す。 

 

５ 「不登校児童・生徒に対する居場所支

援事業」および「居場所を兼ねた学習支援」

ヒアリング事項について 

（石阪委員長） 

 それでは、続きまして、５番目です。

「不登校児童・生徒に対する居場所支援事

業」および「居場所を兼ねた学習支援」ヒ

アリング事項について、まずこちら次回ヒ

アリングがあるんですけれども、現在の進

捗状況、どうなっているかを課長のほうか

ら報告していただければと思います。 

（小木曽課長） 

 前回のふりかえりのところでも少し話し

させていただきましたが、こちらのほうで

聞き取りということで、キッズドアさんと

カタリバさんという２つの事業所が出まし

たので、そこの所管する部署にまずお話を

させていただいて、こういったことで推進

委員会に２つの事業者さんの方に来ていた

だいて、いろいろな意見交換をしたいとい

うことで了承いただきました。 

 その上で、先ほどキッズドアさんのほう

には既にお話をさせていただいております。

了承をいただいておりまして、内容としま

してはそれぞれ事業の概要を簡単にご説明

していただいて、この後はまたヒアリング

の質問項目のお話もありますけれども、こ

ちらからいろいろ聞かせていただく。お時

間があればまたほかにも質疑応答という形

でやらせていただく。 

 また、委員会では若い人の意見を聞きた

いというお話でしたので、そちらも希望と

して18歳から29歳、おおむねその年齢の方

で、現場で従事されている方がいいですと

いうお話をさせていただいて、そちらのほ

うも了承していただいたんですけれども、

次が１月末、下旬頃なので、例えばボラン

ティアで従事されているという方には学生

さんが多いということで、試験とかそうい

った時期に重なるので、なかなか調整は難

しいかもしれませんが、一応そういったこ

とで引き受けていただいて、調整していた

だけるというお話はキッズドアさんのほう

からいただきました。 

 カタリバさんのほうについては、あした

こちらから事業者さんのほうには同じよう

に説明する予定でおります。 

 簡単には以上になります。 

（石阪委員長） 

 ということですので、両団体を呼ぶ、あ

と区の担当課の方も呼びながらヒアリング

を行うわけですが、イメージとして見ると、

大体１時間ぐらいの時間の中で最初は両事

業者から５分くらいどんな取組をされてい

るのかというお話をいただきます。その後、

私のほうから代表質問という形でさせてい

ただきたいと思っています。 

 資料４をご覧いただければ分かると思い

ますが、これは事務局と私でいろいろ、ど

んな質問が可能かということを含めて、ま

とめさせてもらったんですが、おおむねこ

の10個ぐらいではないかということになり

ます。 

 もし、こういうことを聞いてほしいとい

うことがあれば、本日、言っていただけれ

ばそれも中に入れてみたいと思います。 

まずは私のほうからまとめてそれぞれの

団体にお伺いをして、それが一通り終わっ

た後に、恐らく時間の余裕がありますので、

そこから皆さんから補足という形で質問を

すると、こういう形をとらせていただきた

いと思うんですが、進行上、１時間という
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枠の中でできる、最大限のことというのは

恐らくこういうことなのかなと思いますが、

まずこの方法ですけれども、いかがでしょ

うか。そういう形でよろしいでしょうか。 

 それでは、今度は中身、質問についてで

すけれども、これは分類と書いてあって、

その後に番号が書いてありますけれども、

まず参加者ですけれども、これはどちらか

というと属性です。どんな方がそこに参加

されているのか。 

 特に、家庭の状況に関することが①です。 

 児童や生徒の学年、どんなことを思って

いるのか。これが②です。 

 そして、③参加の動機、なぜこういうと

ころに来るようになったのか。 

 それから、④が支援、どんな支援が必要

なのか。それから、支援の方法。 

 それから、⑤が子どもの意欲の受け止め

方とか、自己肯定感が低いと言われる児童

や生徒へのエンカレッジの方法。こういっ

たところが中心です。 

 ⑥病気のある子どもも参加しているのか

とか、児童、生徒への支援体制がどうなの

か。 

 この辺が参加者についての属性を中心に

いろいろ聞いていく。あるいはどんなこと

を考えているのか。 

 ⑦以降、貧困対策として、貧困の連鎖を

断ち切る支援となっているのかどうか。よ

く保護者とちゃんと関わっているのかとか、

貧困の連鎖の問題。 

 それから、食事の提供があるということ

ですので、実際に食事をどうやって調理し

たりとか、食材をどこから調達しているの

か、この辺もちょっと伺ってみたいと思い

ます。 

 最後、運営です。実際の資金繰りの方法、

それからスタッフをたくさん抱えています

ので、そのスタッフに対してどのような教

育をしているのか。それから、地元、足立

区への理解度、それから時給とかお金がど

うなっているのか、このあたりは教えてい

ただける範囲で構わないんですが、運営を

しているＮＰＯとか団体ですので、どのよ

うな運営をされているのか。 

 ということですが、もし今日の時点で皆

様からこんなこともぜひということがあれ

ば、代表質問の中に入れるものとして、あ

と個別に何か気になることがあったら、皆

さんのほうからは当日個別に質問していた

だけるんですが、どうでしょうか。 

（内藤副委員長） 

 大学生、実際に担われている人も来るか

もしれないという話、その方々がもし来ら

れたときに、運営している側と同席で聞く

のかどうか。私は同席しないほうがいいの

ではないかという感じがしていて、この質

問項目を見てもそうですけれども、やはり

感じ方、意見は違うんじゃないかなという

感じもしていて、同席だと同じことしか言

えないんじゃないかという感じがしていま

すが、その点、皆さんのご意見を伺いたい

です。 

 もう一つは、すごくよくまとめていただ

いていて、⑥の病気のある子どもも参加し

ているのかというところに関連すると思う

んですけれども、発達特性を持っている子

とか、障がいを持っている子、発達障害も

そうですけれども、いろいろなお子さんが

いて、貧困世帯にもいると思うんですけれ

ども、そういった子も含めるような形で⑥

番は考えていただければと思いました。 

 １点目、ちょっと皆さんのご意見を伺い

たいです。 

（石阪委員長） 

 まず、２点目のほうからすると、病気の
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ある子どもというのは、発達ですね。例え

ば、手帳を持っているとか、障がいの手帳

を持っている、持ってないとか。あるいは

そういう疑いはあるけれども、そこまで障

がいがあるという認定は受けてないとか、

このあたり支援をする上で、すごく大事な

ことです。 

 障害者手帳も例えば持っているという方

は福祉の支援も受けられます。そうではな

い方は逆に福祉の支援が受けられないとい

うところもあるので、このあたり、ちょっ

と気になるので、聞いてみたいと思います。 

 それから、１つ目については、恐らく大

学生が来る、来ないとなったときに、ちょ

っと違うんじゃないかということですね。

運営の主体となっている人と実際に働いて

いる、これがどうかです。それか大学生に

対しては言ってしまってもいいかもしれま

せん。本音で言って構わない、後でどうな

っても大丈夫だからということを言うか。 

（水野委員） 

 非公開であれば。公開されてしまうと。 

（内藤副委員長） 

 ヒアリングは非公開にできますよね。 

（柏村主査） 

 委員長が非公開と宣告された場合は。原

則公開となっておりますので、非公開とす

るにはそれ相当の理由が。 

（石阪委員長） 

 本音が聞けないんじゃないかということ

ですね。 

（内藤副委員長） 

 特に管理者側が一緒にいると、というこ

とです。それから、公開の問題もあります。 

（石阪委員長） 

 ちょっとその辺は事務局と調整をしてい

ただいて、皆さんはどうですか。大学生が

いらっしゃいました。運営側と並んでお話

をする。本音はなかなか聞き取れない可能

性があるということですね。 

 國府田さん、結構そういうことってある

んですか。横に管理者がいると、本音が出

ない。 

（國府田委員） 

 もちろん言いづらいとは思います。もち

ろん時給の話もありますし、そういう何ら

かの不満を抱えていても、隣にいれば、そ

れは言えないかなと思います。 

 もちろんこれが公開されて、後で知れて

しまうとなれば、やはり本音は言いづらい

というのは変わらないと思います。 

 実はもう少し上げてほしいです。こうい

うところは嫌なんですと。こうしてほしい

んですとか。むしろ伝えてほしいという部

分もあるかもしれないですけど、言いづら

くなってしまって、萎縮してしまうほうが

悪影響なのかなと思います。 

（石阪委員長） 

 当日の１時間の枠の中で、分けてやると

いうことは難しいと思います。大学生だけ

まず来て、出てくださいみたいな形で運営

者が入ってくるというのは。 

 だから１つは、公開、非公開、こちらに

ついてはちょっと事務局と相談して、部分

非公開は可能なのかどうか。公開となると、

議事録にも載りますし、当然表にも出てし

まうので、なかなか言いづらい面もあると

思います。その部分だけ非公開にするとい

うことはできなくもないと思います。 

 それから、もう一つは別途そういう方々

は日を改めて私のほうでヒアリングをする

ということはできなくもないので、そうい

った対応の仕方でちょっと検討させていた

だきたいと思います。 

 皆さんからは特にないですか。今の國府

田さんの意見はどちらかというと分けたほ
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うが本音は聞けるよねという話ですね。 

 特に運営にかかるところ、時給とか。 

（柏村主査） 

 １点、ご提案なんですけれども、足立区

のほうでオンライン申請というものがあり

まして、限定して公開する機能もあります。

例えば、アンケートという形で、カタリバ

さん、キッズドアさんに依頼させていただ

いて、無記名でアンケートを各団体のボラ

ンティアさんに事前にお願いしておいて、

その集計結果をどの団体がどうとかではな

い形で、当日共有させていただくという方

法もありますので、ちょっとその点につい

ては石阪委員長と今後ご相談させていただ

ければと思います。 

（石阪委員長） 

 少しその点については、皆さんからのご

意見もあったので、なかなか本音が出ない

というところもありますから、ちょっと

我々のほうで検討させていただきます。 

 ほかは何か、質問項目。当日、気づいた

ことがあればもっと出していただいて構わ

ないので、一応代表質問はこちらのほうで

させていただくと。今ありましたけれども、

日程としては１月末です。２か月後になる

んですかね。 

（小木曽課長） 

 １月27日だったかと思います。一応、今

回はこれでということで、皆さんご了解い

ただければ、当然団体のほうには当日こう

いったことを聞かせていただきたい予定で

すということは事前に投げかけたいと思い

ます。 

 そのときにもちょっとこんなような意見

が今あった現場の人で、言いづらいんじゃ

ないかというご意見がありましたが、とい

うことで向こうの意向なんかも確認させて

いただければと思っております。 

 ちなみにキッズドアさんには事前に話を

して、そのときにはいわゆる本部の方とい

うことでお話して、現場スタッフの若い方

と言ったんですけど、その方も実は現場を

よく知っていて、この年齢に私も入るんで

すけどね、と言われていたので、一人二役

できる方ではあるということにキッズドア

さんはなっております。 

 以上でございます。 

（石阪委員長） 

 恐らく運営側の方も若いということです

よね、今の話だとね。大学生と近いぐらい

の年齢。 

 札本さん、何かありますか。大丈夫です

か。 

（札本委員） 

 ちょっと興味があって、足立区のホーム

ページを拝見したんですけれども、今は、

これは場所的に４か所なんですよね。 

（石阪委員長） 

 そうです。４か所です。 

（札本委員） 

 谷在家、梅島、綾瀬、竹の塚、この場所

の選定は足立区のほうでやっていらっしゃ

るのか、それとも運営側がやっているのか、

どっちなんですかね。 

（石阪委員長） 

 それを聞くということですか。今、事実

確認ということですね。 

 これは区ですよね。区のほうで、足立区。 

（札本委員） 

 足立区のほう。こういう場所が増えれば

増えるほどいいなと思うんですけれども、

ちょっと現状４か所ということで、少ない

のかなというのが私の感覚なんですけれど

も。ちょっと意見として。 

（石阪委員長） 

 それでは、こちらのほうは先ほど申し上
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げたように、代表質問、この10件で進めて

いって、その後皆さんからまたご質問があ

ればということで進めていきたいと思いま

す。 

 

６ 令和６年度 足立区男女参画プラザ委

託講座（前期）について 

（石阪委員長） 

 それでは、６番目、令和６年度足立区男

女参画プラザ委託講座（前期）について。 

 こちらについては、前回のこの委員会の

中でも、小委員会、これを新たに設置して、

評価についてはそちらのほうで行うという

ことになりました。ただ、事前に皆さんに

これを見ていただいて、様々なご意見をい

ただく場を設けるべきだというご意見もあ

りましたので、今回はこちらのほうでまず

はご説明していただいて、皆様からいろい

ろとご意見、講座、見直すとか、ここはす

ごくよかったとか、こういうふうにするべ

きだと、意見をいろいろいただいて、その

後の小委員会の評価、審査のほうに生かし

ていくということになります。 

 それでは、まずは講座の説明を事務局の

ほうからお願いしたいと思います。 

（小木曽課長） 

 皆様のほうには、資料５と講座の一覧と

チラシがお手元にあるかと思います。 

 前期の講座ということで、年間20本のう

ちの半分の10本の講座が実施して、それに

ついての意見交換ということでございます。 

 前半10本の講座について、概要といいま

すか私のほうから説明させていただきます。 

 一覧を見ていただきながらですけれども、

開催はオンラインが10本中７本ありました。

これは一応参加しやすさというところを考

慮して、オンラインを多めに実施している

ところがあります。 

 １番目が、健康経営の視点からというこ

とで、全体も通してなんですけれども、募

集人数に対して、応募と参加人数がなかな

か伸び悩んでいる講座が多かったというと

ころでございます。 

 全体を通していい講座内容だなと思いま

すけれども、関心を持っていただいて参加

していただくというところの周知方法とか、

参加者集めというところに課題を感じてい

るところです。 

 順番にいきますと、１番の健康経営のと

ころでいきますと、元気な職場づくり、応

援事業というものを区もやっていまして、

健康経営にかかるところの事業を応援して

いくというところもあるので、そういった

企業とか区内中小企業120社ぐらいに郵送と

かして案内をしていたんですけれども、な

かなか当日の応募人数は伸び悩んだという

ところがあります。 

 ２つ目の複業ライフですと、こちらはオ

ンラインの活用を活かせたというところで、

講師は遠方の方に依頼ができて開催するこ

とができたというようなところになります。 

 ３つ目が町会、自治会のお悩み解決とい

うことで、こちらはやはり町会、自治会の

ほうに周知させていただいたところ、多く

の町会、自治会の方が参加されて、ほかの

町会、自治会との交流ができたことがとて

もよかったということで、こちらのほうは

結構参加者、応募人数も多かった、好評だ

ったというところがあります。 

 ４番、子どもにスマホを持たせたが、親

としては心配も…、デジタル性暴力という

ところで、こちらのほうにもいろいろ小学

校、学校関係に周知もしたんですけれども、

なかなか集まりというところで伸び悩んだ

ところがあります。 

 ５つ目は、しあわせのかたちいろいろ、
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ということで、今は多様性ということでこ

ちらの事業のところで関わる講座をやらせ

ていただいているんですけれども、やはり

関心のある人たちがいかにどれぐらい集ま

っていただけるか、また関心を持ってもら

えるかというところもあります。 

 ただ、こちらのほうもオンラインという

ところを活かせたというところで、岩手か

らの参加者がいたというところで、そうい

った点ではよかったのかなと思っておりま

す。 

 ６つ目が、お父さん時間を楽しむという

ことで、先輩に聞いてみよう、男性育休の

リアル、こちらもなかなか対象というとこ

ろが絞られやすかったというところもあっ

たので、募集に対して応募で伸び悩んだと

ころはありますが、講座自体は本当に座談

会形式で行われたもので、大変評価は高か

ったというところです。 

 ７つ目が、もしものために、避難所生活

ということで、こちらは勤労福祉会館で開

催いたしました。 

 趣旨としては足立区の場合、水害となる

と綾瀬川、区の東部のほうがどうしてもそ

ちらの水害対策というところで意識が高い

ところがありまして、そういったところ、

区東部のところで実施したいということで、

勤労福祉会館がちょうどそういった地域の

ほうにありますので、こちらのほうで開催

させていただいたところ、募集人数には届

いてないですけれども、近年の防災意識の

高さなのか、応募人数は20という形で一定

程度集まったと思っております。 

 ８つ目は、防災に活かせるキャンプめし

を作ろうということで、ここにあります料

理室を使って、親子での体験という形です

ので、やはりこちらは興味、関心を持って

いただく方が多かったのか、こちらにつき

ましては、募集人数は定員いっぱいという

形で参加していただけたことになっており

ます。 

 ９つ目が、ダイバーシティ経営のヒント

ということで、こちらも多様性の所管とし

てこういったところで進めてきた講座とし

たんですけれども、なかなか関心を持って

いただけるのがまだまだ少ないのかなとい

うところで、応募人数が少なかったですけ

れども、印象的だったのは講師の方はこう

いった内容は大企業の方に関しては、結構

人事部止まりなんだけれども、中小企業の

方は意識して取り組み始めるとトップダウ

ンで事業所全体には広がりやすいというよ

うなお話がございました。 

 最後は、大人の性教育ということで、産

婦人科のユーチューブクリエイターの方に

よって講座をさせていただいたところです

が、こちらは意外と好評でしたが、参加者

自身もそういった性教育に関わっていた方

がおられたんですけれども、今と自分が昔

教えていたときと全く違っていて本当に大

変勉強になったというお声をいただいて、

わざわざこちらの多様性社会推進課のほう

にまで電話をいただいたぐらい好評な内容

ではありました。 

 ざっとではございますが、以上になりま

す。 

（石阪委員長） 

 今回については、定員を満たしたものが

非常に少なくて、３番の町会・自治会の話

とそれからお父さんの時間を楽しむ、防災

のキャンプめしを作ろう、実際に来たのは

10人なんですが、応募が16です。 

 それ以外が特にオンラインが非常に苦戦

しています。対面は比較的いらっしゃって

いますけれども、あと平日の昼間に開催し

たのも結構厳しいかなとか、いろいろあり
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ます。 

 皆様からご意見をいただきたいと思いま

すが、この後、評価される方はこの後とい

うことになりますが、それ以外の方でお願

いします。 

 市川さん、お願いします。 

（市川委員） 

 ２点、聞きたいんですけれども、１点目

が講座の内容というのはこちらから指示、

お願いとかをしてこういう開催をしてくれ

と言っているんですか。それともフリーで

向こうからの提案で受けているのかなと。 

 というのが、先ほどの施策の数字が下が

っている、上がっているとあるじゃないで

すか。 

 どうせお金を払うならこの数字が上がる

ような講座をやってくださいとご要望して

やってもらったほうが一番最初、先ほど言

っていたパートナーシップ・ファミリーシ

ップの話とか、そういうほうがたくさんい

ろいろなところにいい波及があるんじゃな

いかと思っての質問が１点です。 

 あとは冒頭に言っていたオンラインでや

っているのはハードルが低い、参加するハ

ードルを低くするためということなんです

けれども、この数字だけで見ていると実際

はリアルのほうが参加人数は絶対多いです。

３番の20名に対して32名です。ほかのとこ

ろは30名に対して７名とか８名とか７名、

９名とか。 

 だから、ハイブリッドにしたほうが、ど

っちの層も取りやすいんじゃないのかなと、

せっかくこういうのをやっているんだった

ら、そういうほうがいいんじゃないかなと

思いました。 

（石阪委員長） 

 １点目ですけれども、これは委託すると

きに年間計画というのをいただいていて、

それは足立区の行動計画に基づいてつくら

れていて、基本的にはポイント、ポイント

は押さえてもらうように、勝手にやってい

いというわけではないです。全部あるんで

すけれども。だから、網羅的に比較的並ん

でいるはずです。年間これを何本、何本と

いう形である程度調整しながら進めていた

だいているということです。 

 それから、２点目については、これはち

ょっと、今、ハイブリッドという提案があ

りましたけれども、これはやはり工夫が必

要です。オンラインがここまで私は少ない

と思っていなかったので、普通はオンライ

ンはすごいんですよ。地域を問わずに気軽

に入ってこられるので、何百人も来る講座

もあるわけです。だけれども、これだと対

面のほうがたくさん来ていただけるという

ことになってしまうので、ちょっと講座の

設計そのものを次年度以降は見直していく

必要も出てくるぐらいの数字の厳しさだと

思います。 

 ちょっとその点、ひとつ我々のほうから

も提案させてもらおうと思います。 

 ほかは。 

（ぬかが委員） 

 去年、やはり評価をした関係があったか

ら、評価するのに出ないわけにはいかない

と思って、今年は２つ、私は参加させてい

ただいたんですね。 

 具体的には４番のデジタル性暴力からと

いうオンラインのものと、それから避難所

生活をイメージするという、先ほどの男女

共同参画の視点での避難所という、この２

つに出させていただいて、確かにもったい

ないなと思ったんです。 

 先ほど課長も言われていたけれども、中

身が本当にすばらしくて、例えばデジタル

性暴力はたしか去年だかこの審議会で１回
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話題になったと思いますけれども、この講

座を本当に学校とか関係者は知っているの

かしら、こういうのをぜひ学校でＰＴＡで

やりたいという意見がたしか審議会の中で

出ていたと思うんですね。 

 それに値するような内容で、普通の生活

している子が、スマホを使ってデジタル性

暴力、デジタルタトゥーということでそれ

が残るかということを、どうやって防げる

のかということを講座でやってもらって、

これは本当に当事者の方が参加していたら、

絶対に保護者とかにプラスになるなと思っ

ていました。 

 そのときに実際の参加人数が、７となっ

ていますが、７のうち１人は私なんですけ

れども、そのときに参加者の中で現役親御

さんの方はいらっしゃいますかということ

をやり取りしていたときに１人だけだった

んです。本当にもったいないと思って。 

 それから、もう一つの災害対策の男女共

同参画の視点のほうも、ワークショップ形

式で模造紙でそれぞれ班をつくって、即興

で理想の男女共同参画のいろいろな点を入

れ込んだ避難所の絵を描こうということを

突然やらされるんですけれども、やったん

ですよ。 

 それぞれのグループが発表するんですけ

れども、本当に考えさせられて、勉強にな

ったなと私は思いました。 

 私は多様性社会推進課だけの課題だけで

はないと思っていて、実はこれらの講座は

前に文化読書スポーツ、文化のほうの審議

会の委員をやっていたときがあって、その

ときも意見を出していたんだけれども、例

えば足立区のホームページで、ずっと下に

下りていくと、イベントというところがあ

るんです。そこにこれは入ってないです。 

 イベントは一応カレンダーから何のイベ

ントがあるかを知るというふうに検索をか

けられるようになっています。そこで同じ

地域のちからだけど、地域学習センターの

どんぐりがどうこうとか、そういうイベン

トが圧倒的に多いです。 

 実はここもそうですし、ＮＰＯの活動の

ほうもそうだったんですけど、すばらしい

講座をやっているのに、知りたい人が届か

ないんですよ。ＳＮＳとかネットの中で検

索したときに。だから、せめてそういうと

ころはイベント情報にしっかりこれを上げ

ていただいて、知りたい人がそこに届くよ

うな改善が全体として必要なのかなという

ことを思いました。 

 多分これは委託で事業者さんがプランニ

ングして、頑張ってやっていらっしゃると

は思いますけれども、本当だったら理想は

予告編のＳＮＳ動画か何かをつくって、こ

ういうのをいついつやります、拡散してく

ださいという、そういうことがあるとすご

く興味を持って参加してみたいと思えると

思います。 

 せっかくのいい内容なので、ちょっとそ

ういう努力もできたらいいのではないかと。

逆に委託だからできるかもしれないし。気

軽にそういうのができるかもしれないし、

というふうに思いました。 

 とにかく内容のよさと人数の少なさが非

常に際立っていて、ぜひそういう改善をし

てもらえたらというふうに思いました。よ

ろしくお願いします。 

（内藤副委員長） 

 今、ぬかがさんがおっしゃったように、

見てみると子どもに関連するもの、子育て

世帯が見るといいなという、例えば今おっ

しゃった例えば今おっしゃった４子どもに

スマホを持たせたが、親としては心配も…、

それから５しあわせのかたち、いろいろあ
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りますもいいと思います。５、６男性育休

のリアル、８防災にも活かせるキャンプめ

し、10産婦人科医YouTubeクリエイター辺り

は子育て中の人が関心を持つ、今の４を中

心として、見るとすごくいいかなと思うの

で、おっしゃるようなＳＮＳ戦略とか、い

ろいろあると思うんですけれども、既存の

ものとしては小Ｐ連があると思いますので、

小Ｐ連にきちんと下ろして、小Ｐ連から各

校の単Ｐに下ろすような形に。 

 私は別の区ですけれどもＰＴＡの役員を

やっていて、先日、「みんなの学校」とい

う映画があるので、中野区の教育委員会が

共催するということなので、それを聞きつ

けて私の子どものＰＴＡで協力を取りつけ

て、それで全校のＰＴＡのメーリングリス

トがあるので、それで周知しました。紙も

要らない。単に回ってきた情報をメールで

流すだけなんですけれども、それでも見て

来てくれた人がいたようでした。 

 そのような形で、そんなに今あるネット

ワークを有効に使えば、伝達できることも

あるのかなと思います。その辺、紙でなく

ても、紙だと予算的なことも、もちろん４

なんかは、こんなきれいな紙でなくてもい

いんですけれども、全世帯数に配れると、

子どもに持たせる形で配れるとすごくいい

だろうなと思いつつ、ちょっとそこは予算

的にということがあるならば、そういう小

Ｐ連を通じた形とか、学校経由のシステム

というのも教育委員会なので、ちょっとあ

れなのかもしれないですけど、そういう連

携でやれるといいんじゃないかと思います。 

 どうですか。秋山さん。 

（秋山委員） 

 既に足立区の小学校ではＣ４ｔｈという

システムを使って、保護者全員にメールが

いくようになっています。なぜか今年の中

頃からお知らせが一気に来るようになりま

して、タイトルが催しというタイトルで、

何が学校のお知らせで、何がイベントのお

知らせなのか分からないぐらい逆に来るよ

うになってしまって、それがあったか記憶

にないぐらいとにかくたくさん来ているの

で、ちょっと目立つような仕組みがあった

ほうがいいのかな。 

（石阪委員長） 

 たくさん来られても困るとか。 

（秋山委員） 

 今はちょっと過渡期で、一括で全部流し

ちゃっている時期なんだと思いますけれど

も。 

（水野委員） 

 私が見たところ、これは載ってなかった

です。連絡は来てなかったです。 

（石阪委員長） 

 これはなかった。だけれども情報はたく

さんいろいろなところから来るわけですか。 

（水野委員） 

 情報は来ます。 

（秋山委員） 

 私、この講座を見せていただいてすばら

しいなと、時間があれば全部出たかったな

と思っているくらいです。 

 自分で自分のことを言うのもなんなんで

すけれども、こういう講座は結構まめに参

加するタイプなんですけれども、やはり今、

潮目が変わってきているというか、國府田

さんとか田口さん、佐藤さんとかもきっと

そうだと思うんですけれども、今、何でも

ユーチューブで情報を必要なときに得られ

るので、わざわざこの時間を取って、２時

間これに使うとなったら、相当、この方に

直接に質問ができるとか、ワークショップ

ができるとか、かなりのメリットがなけれ

ばもう参加しないような世の中になってい
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ると思います。 

 先ほどぬかがさんがおっしゃったとおり、

すごくいい内容であれば情報として買い上

げて、足立区のユーチューブに載せてもら

って、見ていただくというほうがずっと効

果的なのではないかなと思います。 

 ただ、そういったオンラインプラスこう

いったリアルなものも絶対にあったほうが

いいと思うので、先にユーチューブを見て

いただいて、質問したい方、ワークショッ

プをしたい方はこの時間に、というふうに

するとすごくいいのではないかと個人的に

は思います。 

（石阪委員長） 

 確かに見るだけの動画だったら、動画と

して上げておいてもらって、自分の好きな

時間に見られるという形のほうが明らかに

いいんですけれども、参加型は参加型で重

要ですね。その場で入らないとリアルに体

験ができない。 

 これはうまく使い分けないと、なかなか

この時間を拘束して、動画を使用するだけ

だとなかなか来てくれない。今回の応募人

数の少なさというのもそういうところが少

なくとも出ているのかなと思います。 

 まさに秋山委員の言っていることはその

とおりで、今は学生もそうです。授業なん

か今は動画に撮って、好きな時間に見ると

いうふうにしないと学生は授業に来てくれ

ないという、こういう課題もありますので、

そういったところが皆さん若い人は当たり

前になってきています。自分の見たいとき

に、しかも倍速で見たりする人もいますね。

よく分からないけれども、この辺は飛ばし

てとか。 

 本来２時間の講座だけれども、１時間で

見たい人もいるわけで、そういう人にとっ

てみると、アーカイブ化されているほうが

非常に便利ですね。 

 それでは、皆さんからいろいろご意見を

いただきたいところですが、お時間がまい

りましたので、この講座、後期もあります。

ちょっと改めて情報がどういう形で皆さん

に伝達するのかというところは我々のほう

も調べておかないといけないですし、今の

話ですと自分から入っていって情報を取る

というとなかなかこういうところは難しい

ので、向こうから来てくれるみたいな、そ

ういう情報の伝え方というのも必要だとい

うご意見もいただきましたから、その点も

少し委託業者のほうには申し上げておきた

いと思います。 

 ただちょっと人数が少なかったというと

ころは１つ課題ですので、このあたりどう

やって後期に向けて、これが改善されるの

かこれは見ていく必要があるかなと思いま

す。 

 それでは、お時間のほうがまいりました

ので、以上で、６番目まで終了いたしまし

た。 

 

７ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 今度は事務連絡、７番目、これは事務局

のほうからお願いします 

（柏村主査） 

 私のほうから２点、ご案内がございます。 

 まず、皆様の机にお配りしたファイルに

口座振替依頼書が入っておりますので、い

つものお願いとなりますが、本日の日付と

ご住所、お名前、そして一番下にお名前を

もう一度ご記入ください。ご記入の際、消

せるボールペンなど訂正ができるものでは

なくて、通常のボールペンで記入をお願い

いたします。 

 ご記入後は、会議終了後に事務局までお
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渡しください。 

 ２点目なんですけれども、今、お配りさ

せていただいたのは今後実施する講座とな

っております。 

 まず、１点目が、12月14日開催の女性の

仕事と暮らし応援講座、50代からのライフ

キャリア、これから先どう生きる、どう働

く、ですが、こちらはご好評につき既に定

員に達しておりまして、20名の定員をさら

に30名まで増やしたんですけれども、今は

キャンセル待ちでの受付となっております。 

 次に、１月22日開催のオンラインセミナ

ー、サクッとわかる！働く人の権利講座、

トラブルから自分を守る、知っておきた

い！働くときのルール、こちらは受付開始

が12月11日と先なんですけれども、もしご

興味のある方、ぜひオンラインやお電話等

で受付ができますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 それでは、ほかは、委員の皆さんからも

よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の委

員会ですけれども、終了とさせていただき

ます。本日はこれで終了となります。 

 オンラインの方もどうもありがとうござ

いました。 

 次回はもう27日でいいですね。 

（柏村主査） 

 １月27日です。 

（石阪委員長） 

 先ほど言いましたように、カタリバとか

キッズドアの方が来られるということにな

ります。 


